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市民の皆さんからご意見を募集します

①（仮称）一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第5次町田市男
女平等推進計画）（案）� 問男女平等推進センター☎☎723・2908
　SDGｓの推進、女性の政策・方針決定過程への参画促進、DＶや性暴力被害
の顕在化など、男女平等参画を取り巻く社会や環境の変化を踏まえて、一人
ひとりがその人らしく生きることができる社会を実現するため本計画を策
定します。
○計画期間　2022年度～2026年度
○計画の基本理念　その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして
○計画のめざすべき姿　⑴一人ひとりの人権を尊重するまち⑵一人ひとり
が個性と能力を生かして活躍できるまち
②町田市安全安心まちづくり推進計画（2022年度～2026年度）（素案）
� 問市民生活安全課☎☎724・4003
　市民、地域団体、事業者、警察等が連携して防犯に取り組んだ結果、市内の
犯罪件数は減少しています。一方で、生活の変化に乗じた新たな犯罪被害が
懸念されています。本計画は、このような社会変化に対応して、安全安心ま
ちづくりを進めるために策定します。
○計画期間　2022年度～2026年度
○計画の理念　「安心して暮らせる地域社会の形成」の実現
○取り組みの方向性　⑴自分を守る意識づくり⑵新たな担い手の創出⑶持
続的な防犯環境づくり
③第4次町田市農業振興計画　改訂版（案）� 問農業振興課☎☎724・2166
○計画期間　2017年度～2026年度
○改訂の目的　第4次町田市農業振興計画は「市民と農をつなぐ、魅力ある
町田農業の推進」に向けた、町田市の農業施策を示す基本計画です。農業分
野における環境変化、都市農業に関する法制度の整備、社会情勢の急激な変
化等に対応するため、計画策定から5年を経過する2021年度に中間見直し
を行い、計画を改訂します。
○改訂の主な内容　基本理念や目標は保持しつつ、「市民」と「農業者」のそ
れぞれに対する課題を踏まえ、事業内容の修正や、新規取り組みの追加を行
います。
④（仮称）町田市里山環境活用保全計画（案）� 問農業振興課☎☎724・2164
　町田市は、都市の近郊でありながら、豊かな自然環境を有しています。ま
た、今でも農の環境が残っており、歴史・文化の足跡も見ることができます。
これらは町田市の魅力の一つであり、価値ある資産・資源であるといえま
す。こうした資産・資源を有効に活用し、持続可能なものとしていくため、多
様な主体による連携・協働により「住む人も 訪れる人も居心地のよい まち
だの里山」を実現していくための計画として策定します。
○計画期間　2022年度～2031年度
⑤町田市民病院�第4次中期経営計画（2022年度～2026年度）（案）
� 問町田市民病院事務部経営企画室☎☎722・2230（内線7431、7432）
　「社会のニーズに対応した　質の高い医療の提供」をスローガンとした、
新しい計画（案）がまとまりました。地域医療の中核を担う急性期病院とし
ての役割を果たすため、「良質な医療の提供」「5疾病5事業の医療提供体制
確保と充実」「健全経営の推進」「人材育成と働き方改革の推進」の4つの項
目に取り組みます。
○計画期間　2022年度～2026年度
�
○募集期間　①12月20日㈪～1月20日㈭②⑤1月14日㈮まで③④1月17
日㈪まで
○資料の閲覧・配布　計画（案・素案）及び改訂内容の概要は、市HPに掲載

（⑤は町田市民病院HPにも掲載）するほか、次の窓口で閲覧及び資料の配布
を行っています（各窓口で開所日時が異なります）。
　市政情報課・広聴課（市庁舎1階）、男女平等推進センター（町田市民フォー
ラム3階）、各市民センター、各連絡所、生涯学習センター、各市立図書館、町
田市民文学館、②のみ＝市民生活安全課（市庁舎3階）、各子どもセンター、3
Ｒ推進課（町田市バイオエネルギーセンター内）／以下は資料の閲覧・配布
のみ実施：各障がい者支援センター、各高齢者支援センター、各ふれあい館、
各子どもクラブ、③④＝農業振興課（市庁舎9階）、③のみ＝町田市ふるさと
農具館、七国山ファーマーズセンター、④のみ＝小野路宿里山交流館、三輪
の森ビジターセンター、⑤のみ＝町田市民病院（1階総合案内）、保健予防課

（健康福祉会館1階）
○意見等の提出方法　郵送、FAX、メール、または各担当課ほか、資料を配
布している窓口へ直接提出してください（書式は自由、住所・氏名・連絡先を
明記）。郵送の場合は配布資料に添付している専用封筒（料金受取人払郵便）
をご利用いただけます。
　意見提出の際の注意事項等詳細は各担当課
までお問い合わせください。なお、③④⑤は右
記二次元バーコードからもご意見を提出でき
ます。
○担当課　①男女平等推進センター（返723・2946墳mcity5280@city.
machida.tokyo.jp）②市民生活安全課（返050・3160・8039墳mci
ty5260@city.machida.tokyo.jp）③農業振興課（返050・3101・9913墳
mcity5190@city.machida.tokyo.jp）④農業振興課（返050・3101・
9913墳mcity5200@city.machida.tokyo.jp）⑤町田市民病院事務部経
営企画室（返720・5680墳mcity5230@city.machida.tokyo.jp）
○送付先　①〒194-0013、原町田4-9-8、町田市民フォーラム3階②～④
〒194-8520、森野2-2-22⑤〒194-0023、旭町2－15－41
※寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、個人情報を除き、①2月ごろ
②⑤4月ごろ③④3月ごろに、市HP及び上記資料配布場所で公表します。

③ ④

①（仮称）町田市地域ホッとプラン②町田市都市づくりのマスタープラン
③第3次町田市環境マスタープラン

問①市民協働推進課☎☎724・4362、福祉総務課☎☎724・2133�
②都市政策課☎☎724・4248③環境政策課☎☎724・4386 　

　「（仮称）町田市地域ホッとプラン」「町田市都市づくりのマスタープラン」
「第3次町田市環境マスタープラン」の策定に当たりご意見を募集しまし
た。いただいたご意見は、各計画策定の参考にさせていただきます。
○募集期間　いずれも9月15日～10月14日
○応募者数　①51人②55人③33人
○意見件数　①127件②134件③138件
※②と同時に実施した「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の
方策（案）」に関する市民意見募集は、8人から14件の意見をいただきまし
た。
○意見概要　市HPで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。市政
情報課・広聴課（市庁舎1階）、男女平等推進センター（町田市民フォーラム3
階）、生涯学習センター、各市民センター、各連絡所、各市立図書館、町田市民
文学館、①のみ＝市民協働推進課（市庁舎2階）、福祉総務課（市庁舎7階）、健
康福祉会館、ひかり療育園、子ども発達センター、各子どもセンター、各高齢
者支援センター、各障がい者支援センター、②のみ＝都市政策課（市庁舎8
階）、③のみ＝環境政策課（市庁舎7階）、資源循環課（町田市バイオエネルギ
ーセンター内）

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市自殺対
策推進協議会

１月２０日㈭午後１
時３０分〜３時３０
分

市庁舎２階
会議室２－１

３人
（申し込み順）

事前に電話で健康推
進課（☎☎７２４・４２３６）
へ

　本計画は、大規模な自然災害が
発生しても、市民の生命や市域の
社会経済活動が致命的な被害を負
うことがない「強さ」と、迅速に回
復する「しなやかさ」を併せ持つ、
強靭な地域をつくることを目的
に、既に策定しているさまざまな
分野の個別計画を防災や減災、市
域の強靭化という観点から新たに
まとめ上げました。
計画期間2022年4月から

　市では、公共施設が最も多く点
在している町田駅周辺に焦点を当
て、公共施設の再編により目指す
姿等を示す「（仮称）町田市町田駅
周辺公共施設再編構想」の策定に
向けた検討を進めています。また、
木曽東にある教育センターの複合
化を契機として、境川団地地区の
再生を推進するため、まちづくり
の目標・実現に向けた方策等を示
す「（仮称）町田市境川団地地区　
まちづくり構想」の検討も併せて
進めています。これらの構想の策
定に向け、ご意見を募集します。

　市では、悲惨な交通事故を減ら
すため、第3次町田市交通安全行
動計画（素案）を策定しました。皆
さんのご意見をお寄せください。

◇
資料の閲覧・配布市政情報課（市庁
舎1階）、各市民センター、各連絡
所、生涯学習センター、各市立図書
館、①②＝企画政策課（市庁舎4
階）、②③＝広聴課（市庁舎1階）、
男女平等推進センター（町田市民
フォーラム3階）、町田市民文学
館、②のみ＝国際版画美術館、健康
福祉会館、町田市保健所（中町庁
舎）、教育センター、わくわくプラ
ザ町田、子ども発達センター、町田
新産業創造センター、③のみ＝市
民生活安全課（市庁舎3階）、各子
どもセンター、3Ｒ推進課（町田市
バイオエネルギーセンター内）／
以下は資料の閲覧・配布のみ実施：
各障がい者支援センター、各高齢
者支援センター、各ふれあい館、各
子どもクラブ
※各窓口で開所日時が異なりま
す。※市HPでもご覧いただけます。
ご意見の提出方法①②書面（様式
は自由）に件名とご意見を明記し、
①1月14日まで②1月13日まで
に、直接、FAXまたはメールで企
画政策課（返050・3085・3082①
墳mcity5310＠city.machida.to
kyo.jp②墳mcity2980＠city.ma
chida.tokyo.jp）へ（①は資料を
配布している窓口へ直接提出も
可）③書面（様式は自由）に件名と
ご意見を明記し、1月14日まで（必
着）に直接、郵送、FAXまたはメー
ルで市民生活安全課（〒194－
8520、森野2－2－22、返050・
3160・8039墳mcity5250＠cit
y.machida.tokyo.jp）へ。
※意見提出の際の注意事項等詳細
は各担当課までお問い合わせくだ
さい。なお、寄せられたご意見の概
要及び市の考え方は、個人情報を
除き、いずれも3月ごろに市HPで
公表します。

③（仮称）第3次町田市交通安全行
動計画（素案）� �
 問市民生活安全課☎☎724・4003

②（仮称）町田市町田駅周辺公共施
設再編構想、（仮称）町田市境川団
地地区　まちづくり構想  
� 問企画政策課☎☎724・2103

①町田市国土強靭化地域計画（案）�
 問企画政策課☎☎724・2103

⑤

ご意見を
お寄せください

ご意見ありがとう 
ございました パブリックコメント概要 パブリックコメント公表


